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I.  尼日の外交関係の概要
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1. インドネシアと日本は、1958年1月にジャカルタにおいて尼日平和条約

を締結し、協力関係及び外交関係を築いた。

2. インドネシアと日本は、経済、文化、社会、安全保障など、ほぼすべて

の分野で協力している。

3. 尼日経済連携協定（IJEPA）は経済面におけるインドネシアと日本の

二国間協定の一つの形態でありその協力関係は自由貿易協定である。

4. IJEPAの協力は両国の関係強化と国益の達成にとって好影響を与えて

いる。



2017年から2022年、両国の自治体が6つの姉妹都市提携を行なっている。

1) ジャカルタと東京の提携 (都市管理、青年、スポーツ、芸術、文化、労働）

2) 西ジャワと静岡県 (経済、人材能力開発)

3) バンドン市と浜松 (文化、研究、水供給システム分野の人材研修)

4) バンドン市と豊田市 (情報技術、 持続可能な運輸、環境、社会福祉、教育、人材強

化、行政改革)

5) スラバヤ市と北九州 (低炭素環境開発、環境、能力開発)

6) 南スラウェシと愛媛 (人材能力開発、商業、観光、農業、畜産、水産、文化、スポ

ーツ)

国際協力機構（JICAインドネシア）は、国際技術協力の枠組みの中で様々な協力プログラムにより

中央・地方レベルの開発プログラムを積極的に支援している。
例えば、南スラウェシ州の地域開発分野における外国人専門家の派遣、ジャカルタMRTプロジェクト、

国家公務員への研修奨学金の提供などである。

II.  尼日の国際協力
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1. 2022年9月28日、インドネシア内務省は、ガバナンス、住民登録、洪水・廃棄物管理、
公共交通機関管理などの内務にかかる基本任務及び機能分野の二国間協力を強
化するための取り組みを議論するために日本（総務省）を訪問した。

2. インドネシアと日本には、長きにわたり良好な関係を築いてきた歴史がある。両国の
内務担当省の任務と機能には特に地方自治体に対する行政指導など多くの共通点
があるため、インドネシア共和国内務省は日本の総務省と良好な協力関係を築くこ
とが可能である。

3. インドネシア内務省と日本の総務省は、住民登録の分野、特に包括的なネットワー
クとデータセキュリティーシステムについて意見交換を行った。

III. 内務省の尼日外交協力
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IV. 大国としてのインドネシア

タイムゾーン タイムゾーン名 都市の例

UTC +7 WIB (インドネシア西部時間t) ジャカルタ

UTC +8 WITA (インドネシア中部時間) マカッサル

UTC +9 WIT (インドネシア東部時間) マノクワリ

700
現地語

1.304
民族

6
宗教

187
地域信仰

インドシアの県の数 : 416
県

インドネシアの市の数 : 98
市

インドネシアの町の数 : 7.277
町

インドネシアの郡の数 : 8.498
郡

インドネシアの村の数 : 75.265 
村

ロスアンジェルス・ニューヨーク (4.500 km)や
ロンドン・バグダッド(5.231 km)よりも遠い

サバン メラウケ
5.247 km/3260,95マイル(最西部) (再東部)

インドネシアの州の数 : 38
州

インドネシアには3つのタイムゾーンがある

出所：地方行政育成総局及び各種データを加工、2023年8月 5



サバンからメラウケまでの距離は5.300 km
ロスアンジェルス・ニューヨークの4.500 km
ロンドン・バグダッドの5.231 kmよりも長距離
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インドネシア人の人口データ

277.749.853人

140,183,380

137,566,473

136,000,000 138,000,000 140,000,000 142,000,000

LAKI-LAKI

PEREMPUAN スマトラ
21,71%

ジャワ
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カリマンタン
6,14%

スラウェシ
7,36%

マルク
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2%

島別の生産年齢人口

99,37%

0,63%

登録割合

Rekam (199.781.570)

Belum Rekam (1.274.914)

外国人の人口データ

242.126 人

173,709

68,417
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7出所：内務省住民民事登録、2023年
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インドネシアは人口ボーナス期

0～14歳の人口の割合は、1971年の44.12％から2020年には23.33％に減少し
た。同期間に、15～64歳の生産年齢人口は53.39％から70.72％に増加し、65
歳以上の人口は2.49％から5.95％に増加した。

2022年のインドネシアの人口ピラビッド

インドネシアの人口はミレニアルとZ世代が大部分を占める1971-2023年のインドネシアの年齢別人口 (割合)

出所：人口センサス、中央統計局、下半期

2022年インドネシア人口統計データ

SP2022

ポストZ世代

Z世代

ミレニアル

X世代

ベビーブーム
世代

ベビーブーム
前世代
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人口統計1971 人口統計1980 人口統計1990 人口統計2000 人口統計2010 人口統計2022

65+ 年0-14 年 15-64 年

ポストZ世代
10,88%

Z世代
27,94%

ミレニアル
25,87%

X世代
21,88%

ベビーブーム
世代

11,56%

ベビーブーム前世代
1,87%

1997-2012年生まれ

現在の年齢は7歳まで
2013年以降生まれ

現在の年齢は8-23歳まで

1981-1996年生まれ
現在の年齢は24-39歳まで

1965-1980年生まれ
現在の年齢は40-55歳まで

1946-1964年生まれ
現在の年齢は56-74歳まで

1945年以前生まれ
現在の年齢は75歳以上



2億7,740万人

インドネシアの人口構成

インドネシアの人口は
ミレニアルとZ世代が大部分を占める。
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ポストZ世代
１０，８８％

Z世代
２７，９４％

2013年以降生まれ

現在の年齢は7歳まで

1997−2012年生まれ

現在の年齢は8−23歳ミレニアル
２５，８７％
1981−1996生まれ

現在の年齢は24−39歳

1965−1980年生まれ

現在の年齢は40−55歳

X世代
２１，８８％

ベビーブーム世代
１１，５６％ 1946−1964

年生まれ

現在の年齢
は56−74歳

1945年以前生まれ。現在の年齢は75歳以上
ベビーブーム前世代１，８７％



人口ボーナスの課題

発育障害1 失業2 極度の貧困3
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都市化：すべての国の課題

大陸別の都市化 東南アジアの都市化

都市化は、都市の混雑、インフラのひっ迫、公害、手頃な価格の住宅の不足、社会・経済的不平等を引き起こしている。

世界全体の都市化率は57％に達している。
都市化の割合が最も高いのは北米大陸で約83％である。

出所：統計、2023年7月

東南アジアでは、総人口6億6861万人のうち、54.44％が都市部に居住している。
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インドネシアにおける村落から都市への都市化現象

開発は都市部に集中し、新たな問題を引き起こしている。

仕事を求めて村から都会へと人が移動する都市化現象は、村の生産的な人的資源を欠落させており、都市化
の担い手は実際には競争力がないため非熟練労働を行うことになり、村がさらに取り残される原因となる。
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GDP成長分布マップ
(2023年第2四半期時点の前年同期比 (%)インドネシアのGDP年間成長率は
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V. 戦略的課題
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インドネシアの経済成長

出所: 統計公報 No. 55/08/Th. XXVI、2023年8月7日

• 2023年第2四半期のインドネシア経済は、前年同期比5.17％増
となった。生産面では、運輸・倉庫業が15.28％と最も高い伸び
を示した。一方、支出面では、政府消費支出が10.62％と最も高
い伸びを示した。

• 2023年第2四半期のインドネシア経済は、いくつかの地域でプラ
ス成長が見られた。ジャワ島の州グループは、2022年第2四半
期と比較して57.27％の役割を果たし、5.18％（前年同期比）の
成長率を記録し、国民経済への主要な貢献者となり、スラウェ
シ州が7.13%であった。
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-0,02%インフレ率
(前月比)

暦年のインフレ率
(2022年12月比) 1,43%

2023年8月のインフレーション
8月のインフレ率は上昇

前月比インフレ率の推移 (%)

詳細 インフレ率 インフレシェア

総合インフレ率 -0,02 -0,02
1. 食品、飲料、タバコ -0,25 -0,07
2. 衣類、履物 -0,27 -0,01
3. 住居、水、電気、家庭用燃料 -0,05 -0,01
4. 家庭用用品、設備、定期保守 0,10 0,01
5. 保健 0,10 0,00
6. 交通 -0,02 0,00
7. 情報、通信、金融サービス -0,01 0,00
8. レクレーション、スポーツ、文化 0,07 0,00
9. 教育 0,86 0,05

10. 職員・飲料提供/レストラン 0,14 0,01
11. パーソナルケア、その他のサービス 0,08 0,00

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
2022 2023

m-to-m 0.56 -0.02 0.66 0.95 0.40 0.61 0.64 -0.21 1.17 -0.11 0.09 0.66 0.34 0.16 0.18 0.33 0.09 0.14 0.21 -0.02

0.64

-0.21
0.21

-0.02-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50

インフレ率 3,27%(前年同月比）

前年比インフレ率の推移 (%)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

2022 2023
y-on-y 2.18 2.06 2.64 3.47 3.55 4.35 4.94 4.69 5.95 5.71 5.42 5.51 5.28 5.47 4.97 4.33 4.00 3.52 3.08 3.27

4.94

4.69
3.08

3.27

0.00

2.00

4.00

6.00

詳細 インフレ率 インフレシェア
総合インフレ率 3,27 3,27

1. 食品、飲料、タバコ 3,51 0,92
2. 衣類、履物 1,12 0,06
3. 住居、水、電気、家庭用燃料 1,40 0,27

4. 家庭用用品、設備、定期保守 2,21 0,13

5. 保健 2,69 0,07
6. 交通 9,65 1,18
7. 情報、通信、金融サービス -0,22 -0,01
8. レクレーション、スポーツ、文化 1,88 0,04
9. 教育 2,07 0,12
10. 職員・飲料提供/レストラン 2,88 0,25
11. パーソナルケア、その他のサービス 3,76 0,24

出所：中央統計局リリース、2023年9月1日
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インドネシア共和国統一国家の行政運営システム

付記:
MPR : 国民協議会
DPR : 国民議会
DPD : 地方代表議会
BPK : 会計検査院
MA : 最高裁判所
MK : 憲法裁判所
KY : 司法委員会

MPR DPR

地方分権

中央政府の代表とし
ての州知事及び出先

機関

権限分散

KY

補佐任務

共同事務の省庁

DPD

絶対的事務の省庁

州/県/市地方 州/県/市地方

権限分散

中央政府の代表としての州知事及び出先機関

州知事/県知事/市長/郡長 出先機関が補佐

大統領

一般行政事務

BPK MA MK

VI. インドネシアの行政の概要
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行政実施のフロー

大統領
1945年憲法第4条(1)項の

行政権限保持者
究極の責任は大統領にある

中央政府

省庁

内務省

地域の機構

州知事

二つの役割

県知事/市長

中央政府の代表

一般的な調整・育成・監督
(Korbinwas)

技術的な調整・育成・監督
(Korbinwas)

自治地方首長（KDH )

自治
地方首長
（KDH )

+

調整・育成・監督

行政事務の実施

地方分権 権限分散

補佐任務

共同＆一般

付記:
Korbinwas : 調整・育成・監督
KDH : 地方首長

出所: 内務省地方行政育成局、2023 18



行政事務の実施
(地方行政に関する法律2014年第23号、2014年9月30日制定) 

共同事務(32)
絶対的事務

1. 防衛
2. 治安
3. 宗教
4. 司法
5. 外交
6. 金融・財政

選択(8)義務(24)

一般行政事務

基本サービス
(6)

非基本サービス
(18)

基本サービスに関連しない義務的事務
1. 労働
2. 女性エンパワーメント・児童保護
3. 食糧
4. 土地
5. 環境
6. 住民・民事記録
7. 住民・村落エンパワーメント
8. 住民管理・家族計画
9. 運輸
10. 情報・通信
11. 協同組合・中小企業
12. 投資
13. 青年・スポーツ
14. 統計
15. 暗号
16. 文化
17. 図書、及び
18. 公文書

基本サービスに関連する義務的事務
1. 教育
2. 保健
3. 公共事業・空間整備
4. 住宅・住宅地
5. 平穏・秩序・住民保護
6. 社会

選択的事務
1. 農業
2. 林業
3. エネルギー・鉱物資源
4. 観光
5. 海洋・水産
6. 商業
7. 工業
8. 移住

実施

一般的育成 技術的育成

内務省 省庁
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“開発は都市に集中するのではなく
（中央集権化）、インドネシア全土に広げな

ければならない（地方分権化）"

1. 国民全体を守り、すべての国民に安心感を与えるべく国家の存在を強化する。

2. クリーンで、効果的で、民主的で、信頼されるガバナンスを構築することによって政府を
不在にしないようにする。

3. 統一国家の枠組みの中で地方や村を強化することにより、周辺部からインドネシアを開
発する。

4. 腐敗がなく、品位があり、信頼される制度改革と法執行により国家の存在感を強化する。

5. インドネシア・ピンタール（賢いインドネシア）プログラムによる12年間の義務教育無償化
を通じて、教育と訓練の質を向上させ、インドネシア国民の生活の質を改善する。

6. 人々の生産性と国際市場における競争力を向上させ、インドネシアが他のアジア諸国と
ともに進歩及び発展できるようにする。

7. 国内経済の戦略的セクターを牽引することにより、経済的自立を実現する。

8. 市民教育を構築し、国民教育制度を統一することによって、国民性革命を行う。

9. 多様性を強化し、インドネシアの社会的復興を強化する。

出所: 
2020−2024年国家中期開発計画に関する大統領規則2020年第18号 (2020年1月17日制定)

地方・村落開発均衡化のための政府のコミットメント

VII. 村行政
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2014年の最初の任期中に大統領が掲げたビジョンのひとつは周辺部からの開発である。
周辺部とは、1つは村落であり、2つ目は国境地域のことである。

所在地の例 中部ジャワ州マグラン県カリアンクリック郡トゥマングン村

写真の出所r: indonesia.go.id

所在地の例 パプア州ジャヤプラ市スコウ国境詰所

写真の出所: www.djkn.kemenkeu.go.id

村落 国境地域

周辺部
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村行政・開発実施の課題

1. 村政府・村機関の人的資源は、特に後進地では限られてい
る。

2. 村政府の役人や村機関の管理者の数が非常に多い（約
150万人）

3. 開発計画策定プロセスが需要・必要性に基づくものになっ
ていない

4. 村の指導・監督を実施する上層政府の能力がまだ最適とは
言えない。

5. 村政府機関の能力向上のための予算がまだ少ない。
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出所： prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id、2023年7月6日にアクセス

2019−2022年の町村プロフィールデータに基づく全国の町村の分類
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2022年、町村プロフィールに入力済みの村の数は60,703町村 (72.47%)
発展ステイタスは「自己開発」が23,033町村 (37.94%)、

「自力」が33,225 町村 (54.73%)、「自給」 が4,445町村 (7.32%) 



村落開発のために政府が実施した3つの重要事項

組織規制 予算

1 2 3

村落に関する法律2014年第6号の実施
（2014年1月15日制定）

村落社会の福祉を向上させるために、村落に関する法律

2014年第6号（2014年1月15日制定）を実施した。この法律

が村落開発のパラダイムを変え、開発の均衡を確保する

ための主要な基盤となることを目指している。こうして村

落は自ら開発及び発展し、都市化や都市への人口集中を

防ぐことができる。

村落・後進地域開発・移住省

村落問題を担当する特別な省、すなわち村落・後進
地域開発・移住省を設置した。この省は、開発途上に
ある村落、周辺地域、国境地域、後進地域の開発を
行うことで開発の均衡化を実現するために地域社会
の強化を行うことを任務とする。

村落資金の割り当て

村の発展の加速化実現を支援するため、村落資金

を配分し毎年増やしていく。村落分野を担当する省

のデータによると、2015年から2022年までに割り当て

られた村落資金の総額はRp.468.65兆に達した。さ

らに2023年に中央政府は村政府のために70兆ルピ

アの予算を割り当てている。これは村落に政府が注

目している証であり、村落社会向けのサービスを向

上させ、村落と都市の間の不平等を減らすことが期

待されている。
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2015年から2023年までの村落資金予算の割り当てのトレンド

2023年の村落資金予算は
70兆

2015年から2023年ま
での村落資金の合計

538.65 兆
20.67 T

46.98 T
60 T 60 T

70 T 71 T 72 T 68 T
70 T

82.82

97.65 98.54 99.62 99.54 99.95 99.8 99.8
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予算 消化（％）

± Rp 280.3 
百万/村

± Rp 643.6 
百万/村

± Rp 800.4 
百万/村

± Rp 800.4 
百万/村

± Rp 939.9 
百万/村

± Rp 949.78 
百万/村

±Rp 907.1 百
万/村

± Rp 715.70 
百万/村
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単位：
兆（T）

村落資金の割り当ては増加を続けている。
これは中央政府が、村落開発や村落社会の自立のために予算支援を行うことで村落の発展に非常にコミットしている証である。

出所：村落・後進地域開発・移住省及び村落行政育成総局、2023年7月10日

±Rp 960.5 百
万/村



2022年3月20日火曜日にジャカルタで行われ
た全国村政府協会総会での内務大臣の発言

自立した村とは、
中央からの送金に

多くを依存しないということだ。
村にすでに能力があり、
村独自の収入があるため

村落資金に依存することはない。

”

“
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出所：村落・後進地域開発・移住省、2022年12月

2015年から2022年までの村落資金活用の成果

BUM DESA
47.128

2022年12月時点
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バドゥン県クトゥ村 バントゥル県パングンハルジョ村
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クカル県スンガイ・パヤン村

スンガイ・パヤン村は、住民を豊かにする
ために 、村営企業を通じて村が有するポテ
ンシャルを開発することができている。

出所: 各種ソースから加工、2023年2月

2022年の地方歳入 Rp500億

下記のような各種事業体から得られたもの:
 村落観光
 パンダワ海岸観光

パンダワ海岸観光 村落ゴミ管理

2022年の地方歳Rp75億

下記のような村営企業から得られたもの:
 ゴミ管理事業ユニット

パヤン・スジャトラ村営企業の収入

2022年Rp100億

出所: IDXChannel.com 出所: inibaru.id 出所: liputan6.com

地方歳入管理の好事例



マラン県プジョン・キドゥル村

2021年の地方歳入 Rp14億

下記のような村営企業から得られたもの :
 上水事業ユニット
 田んぼカフェ事業ユニット
 土産物センター事業ユニット

田んぼカフェ
プジョン・キドゥル村

土産物センター
プジョン・キドゥル村

クラテン県ポンゴック村

2021年の地方歳入 ±Rp5億

2022年6月までの地方歳入±Rp15億

ティルタ・マンディリ村営企業の各種事業ユニ
ットから得られたもの:
 ウンブル・ポンゴック観光

ウンブル・ポンゴック観光

出所: Solopos.com出所: Kanaldesa.com

東クタイ県トゥピアン・ランサット村

2020年の地方歳入 ± Rp6億

下記のような村営企業から得られたもの :
 トゥピアン・プリマ・サウィット
 CPO運搬用ダンプトラックのレンタル
 観光地

バトゥ・アジ洞窟観光

出所: Prokutaitimur.go.id

29出所：各種ソースを加工、2023年2月

続き...



• バンドン州チルニ県にあるチビル・ウェタン村は、デジタル
村としての行動計画においてアセアン・ビレッジ・ネットワー
ク（AVN）2023のパイロット村のひとつとして正式に指定さ
れた。

• AVNは、ASEAN加盟国の村落で構成された透明かつ自

立したボトムアップの村落ネットワークであり、農村の課題
に対するスマートな解決策について意見交換や経験共有
のためのグループや団体になると見込まれている。

• チビル・ウェタン村は、テレコム・インドネシア社のスマート・
ビレッジ・ヌサンタラ・プログラムと連携し、村の行政や住民
関連事務をしやすくするための村専用のスーパー・アプリ
である「シンペル・デサ」アプリケーションを使用してい
る。

バンドン県チビル・ウェタン村のイノベーションの例
(2022年第２エリア村落コンテスト優勝)

チビル村が反汚職村となったのは、住民が村の行政の実施に
関連する批判や苦情を言う場を提供し、村落協議体の役割を
最適に果たすことができる「シンペル・デサ」と「バライ・デサ」ア
プリケーションを通じて情報公開システムを開発する気運が高
まったためである。(出所：radaronline.id、2022年12月4日）
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出所: wargadesa.com.22 Mei 2023



住民登録行政に関する法律2006年第23号の改正に関する法律2013年第24号（2013年12月24日制定）

重要なポイント:

• 住民基本番号はすべての住民文書に記載され、旅券、免許証、納税者番号、保険証書、
土地権利証書の発行、その他の身分証明書の発行の根拠として使用される。

• 下記のようなあらゆる目的に使用される住民データは、内務行政を担当する省からの
住民データである：:
a. 公共サービス

b. 開発計画

c. 予算割り当て

d. 民主主義開発、及び

e. 法の執行、犯罪防止

• 住民基本番号は、すべての公共サービス用の単一のID番号である。

• 政府は、住民基本番号に基づきすべての公共サービスを実施する。

• すべての公共サービスを実施するために、政府は、この法律が制定されてから5年以
内に、公共サービスに使用されている既存のID番号を統合する。

VIII.  住民登録
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住民民事登録総局は、出生、死亡、移動、流入のプロセスを通じて、ユーザー
機関のデータを更新可能なM-SINK（住民データ統合モニタリングシステム）
を構築した。

省庁のデータ 住民データ

4

3

1

2

省庁

住民基本番号に基づく公共サービスデータ相互運用性の最適化

出所：内務省住民民事登録、2023年6月11日

地方のデジタル化のための内務省の支援
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住民データの活用

主要統計開発のための

住民登録行政加速化国家戦略に関する大統領
令2019年第62号 (２０１９年９月２７日)

国税規則調和に関する法律２０２１年第7号

(２０２１年１０月２９日制定）

国家戦略４

• 人口統計と住民登録行政
情報システムによる住民登
録の開発立案と実施のた
めに正確で完全でタイム
リーな主要統計の開発及
びその確保と質の向上

• 住民基本番号に基づく住
民データが人口統計実施
の根拠として利用できるよ
う確保する

• 住インデータ更新のための
人口統計データ

第2条(１a )項
インドネシア住民である個

人納税義務者の納税者

番号は住民基本番号を用

いる。

データ統合により２０２２

年に導入済み。旧納税者

番号データの全てに住民

基本番号を付与。

公共サービスにおける住民基本番号及び/又
は納税者番号記載及び利用に関する大統領令

２０２１年第83号（２０２１年９月９日制定）

第3条
1 ) 運 営 者 は 公 共 サ ー

ビ ス 実 施 に あ た り
サ ー ビ ス 受 益 者 の
住 民 基 本 番 号 及 び /
又 は 納 税 者 番 号 を
追 加 / 記 載 を 条 件 と
す る 。

2 ) 住 民 基 本 番 号 及 び
/ 又 は 納 税 者 番 号
の 追 加 / 記 載 は 下
記 を 目 的 と し た も の
で あ る ：

• インドネシア共和国統一国家
における各公共サービスの提
供

• 公共サービス受益者の各
データはインドネシア共和国
統一国家でステイタスが有効

データの責任者:
• 住民民事登録総局 : 住民基本番号に基づく住民

データの精度と妥当性
• 国税総局 : 納税者番号の精度と妥当性
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14省庁

住民登録サービスと同期化および統合化済みの省庁

出所: 内務省住民民事登録総局、2023年6月11日

KEMENKEU-DJP
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社会省 健康社会保障機関・
保険料支援受益者

国家人口・
家族計画庁

インドネシア
国家警察

国営電力会社 国土庁 財務省・
国税総局

国家人事院総選挙委員会投資調整庁保健省労働社会保
障機関

農業省・
団体需要最終計画

電子システム

教育文化省・
教育基本データ



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

10 35 23
134

522
429

795

943

1.625

852

720

協力契約数 6.088

出所：住民民事登録総局、2023年6月6日

住民データ利用の推移 データ確認手法

住民基本番号の
確認

カードリーダー

顔認証

１年間の 地方機関を含む ユーザー機関数
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ユーザー機関別の住民データの利用

NO. ユーザー機関 数

1 省 48
2 非省政府機関 37
3 法執行機関 15
4 保健 56
5 教育 468
6 協同組合 9
7 保険 78
8 運輸サービス 4
9 支払いサービス 55
10 銀行 1.327
11 資本市場 134
12 携帯電話 9
13 ファイナンス機関 75
14 地方政府 3.704
15 その他 69

合計 6.088
3.704

1.327

468

134

78

75

69

56

55

48

37

15

9

9

4

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

地方政府

銀行

教育

資本市場

保険

ファイナンス機関

その他

保険

支払いサービス

省

非省機関

法執行機関

協同組合

携帯電話

輸送サービス

出所：住民民事登録総局、2023年６月 3636



52の機関が顔認証の利用協力を行っている。

アクセス合計

22.356.712
住民基本番号

アクセスしている機関

44機関

Sumber: Ditjen Dukcapil, 2022

顔認証を用いたデータの利用

住民基本番号:
ユニークで独特で単一で一生涯有効
他のIDは住民基本番号の記載が義務付けられる
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バイオメトリック 自動生体認証システム (ABIS)

顔

全ての指紋と目のデータが不良の場合に照合

指紋 虹彩

通常照合

Sumber: Ditjen Dukcapil, 2022 38



住民登録行政

国籍および住民登録行政

住民登録行政に関する法律2006年第23号の改正に関する法律
2013年第24号（2013年12月24日制定）

第1条

• 住民とは、インドネシア国籍の者及びインドネシアに居住している外国人の
ことである。

• インドネシア国籍の者とは、元々のインドネシア民族及び国民として法律で
承認されたその他の民族の者のことをいう。

第2条

各住民は住民登録及び民事登記において同等のサービスを受ける権利を有す
る。

国籍

インドネシア共和国の国籍に関する法律2006
年第12号

(2006年8月1日制定)

第2条

インドネシア国籍の者とは、元々のインドネシ
ア民族及び国民として法律で承認されたその
他の民族の者のことをいう。

国籍ステイタスは

記録に影響する
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単一基本番号に含まれている情報

地域 = 6桁
99 外国コード、3桁の国コード、1桁の代表事

務所

9 9 0 0 0 1

生年月日= 6桁
2桁の年月日

通し番号= 4桁

女性の場合、生年月日の日の桁に40を追加

単一基本番号の性質

 インドネシア住民として登録された個人に付随する、ユニーク又は独特なもの。

 一生涯有効で、バイオデータの記録後、実施機関により付与される。

 住民登録行政情報システム（SIAK）に記録された後、個人に発行される。

 住民基本番号の真正性の保証、二要素・三要素認証

第一要素、「知っていること」を示す、たとえば母親の名前、家族の名前、生年月日

第二要素、「保有しているもの」を示す、たとえば家族カード
 第三要素、「本人/身体に付随するもの」を示す、たとえば指紋、虹彩（データの単一性の決定打）

a

b

在外インドネシア人向けの単一基本番号 (NIT)

出所：住民民事登録総局、2023年 40



家族カードに含まれている情報

9 9 0 0 0 1

家族カード番号 = 16桁

地域 = 6桁
外国コード、3桁の国コード、1桁の代表事務所

入力する日付= 6桁
2桁の発行年月日

通し番号 = 4桁

在外インドネシア人向けの家族カード番号の生成概念

出所：住民民事登録総局、2023
年 41



ありがとうございました。
www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI kemendagri kemendagri
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